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第６章 方針の推進体制と体系 

（１）推進体制 

 文化芸術活動は、市民や地域団体、事業者、指定管理者、行政など、さまざまな要素のつ

ながりによって成り立っています。 

 本方針を効果的に推進していくために、それぞれの主体が役割を果たしていくことが必要

です。 

担

い

手 

市 民 
それぞれの創造力を活かしながらその高揚に努め、自主的かつ主体的に鑑賞や活動

を行うことで、地域の活性化の底力になることが期待されます。 

団 体 

団体特有の組織力や企画力を活かし、団体間の連携により、活動の継続や発展のた

めの人材育成、情報共有を積極的に行い、文化に親しむまちの基盤の形成、強化を

促進することが期待されます。 

教育機関 

幼児期から児童期の子ども世代への教育を通じて、文化芸術の楽しさや感動を伝え

ることで感性や創造性を育て、次代の文化の担い手として、創造性の高い文化意識

を醸成することが期待されます。 

事 業 者 
文化芸術の振興により地域経済を活性化させるため、事業への協賛、支援を通じた

市民との連携により、文化芸術活動の活性化の一助を担うことが期待されます。 

行
政 市 

文化芸術に関する情報発信などの公的サービスや、庁内の連携、調整に努め、市民

や団体等の活動を支援し、それらと協働し、活動環境の整備により、本市の文化振

興を推進します。 

文化振興審議会 本方針の進捗状況の評価や助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 い 手  

市 民 

団 体 事業者 

教育機関 

連携・協働 

市 

・活動主体との連携、協働

による機会の創出 

・活動支援 

附属機関 

【高砂市文化振興審議会】 

・本方針の進捗評価 

・施策への助言 

国 

県 

関係 

機関 

支援 協働、参画 

連携 
諮問、報告 

答申、評価 
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（２）体系 

 

高砂市文化振興基本方針 
 

基 本 目 標 
 

１ 

文化に親しむ 

機会をつくります 

 

２ 

文化芸術活動の 

活性化を応援します 

 

３ 

市の文化を守り、 

みつけ、育てます 

 

４ 

情報を 

広く伝えます 
 

施 策 
 

１ 文化芸術を鑑賞

する機会の充実 

２ 文化芸術を体験

する機会の充実 

３ 子ども、若者 

世代が文化芸術

に触れる機会の

充実 

４ 謡曲「高砂」に

触れる機会の 

充実 

 

１ 活動する個人や

団体の活動推進 

２ 人材の育成と 

  活用 

３ 文化芸術振興の

ための環境づく

り 

４ 謡曲「高砂」の 

普及 

 １ 文化資源の保存

と継承 

２ 文化資源と文化

的人材の顕彰 

３ 文化資源の普及

啓発 

４ 謡曲「高砂」の

継承 

 １ 情報の収集と 

発信 

２ 電子媒体を活用

した情報発信 

 

 

     

実 施 計 画 

各施策に基づく各種事業 

 

事業による文化芸術施策の効果 

 

「つむぎ つながり つくりだす 文化と共に育つまち 高砂」の実現 

 

条 例 
 

基 本 理 念 

１ 文化活動を行う市民、団体等の自主性及び創造性並びに文化活動の多様性の尊重 

２ 高砂という地域の特性あふれる文化の保存、継承、発展及び活用 

３ 市民全てが文化を創造し、学び、及び享受することができることを尊重し、市民の文化意識が高ま 

り、市民、団体等の文化活動が活発化するような環境の整備 

４ 文化活動を福祉、教育、地域社会、産業等他の分野の活動に連携させ、市の活力を高める 
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